
議案第１２号  

   北九州市教職員身体検査審議会委員の委嘱について  

 北九州市教職員身体検査審議会委員を次のとおり委嘱する。  

  令和４年７月７日提出  

                  北九州市教育委員会  

                    教育長  田島  裕美  

 

提案理由  北九州市教職員身体検査審議会規則（昭和４０年４月１６

日教育委員会規則第３号）第３条及び第４条の規定に基づき、委嘱

している委員のうち 1 名の辞任に伴い、新たに後任の委員を委嘱す

る必要があるので、この案を提出する。  
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北九州市教職員身体検査審議会について  

 

１  北九州市教職員身体検査審議会とは  

  教育委員会の諮問に応じ、北九州市立学校教職員の採用、休職、

復職及び免職の場合における身体検査について調査審議する機関。  

 

２  設置年月日  

  昭和４０年  ４月  1 日  

 

３  委員構成  

 ○定数  １０人以内  

 ○委員は、学識経験者、関係行政機関の職員並びに市職員から教育

委員会が委嘱又は任命する。  

 

４  委員の任期  

  委員の任期は２年。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。委員は再任することができる。  

 

５  開催日  

 ○毎月１回（原則として第４火曜日）  
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北九州市教職員身体検査審議会委員   新旧名簿（案）  

 

役職等 氏名 科別 備考 役職等 氏名 科別 備考

産業医科大学
教授

よしむら　れいじ

吉村　玲児
精神科

産業医科大学
教授

よしむら　れいじ

吉村　玲児
精神科

嘉武医院院長
はらだ　よしかず

原田　嘉和
内科 嘉武医院院長

はらだ　よしかず

原田　嘉和
内科

神原クリニック
院長

えさき　よしはる

江﨑　嘉春
外科 新任

岩本クリニック
院長

いもわと　たくや

岩本　拓也
外科 辞任

折尾病院
院長

はらが けんすけ

原賀 憲亮
精神科

折尾病院
院長

はらが けんすけ

原賀 憲亮
精神科

産業医科大学
認知症センター

部長

いけのうち　あつこ

池ノ内　篤子
精神科

産業医科大学
認知症センター

部長

いけのうち　あつこ

池ノ内　篤子
精神科

北九州市立
八幡病院

精神科主任部長

しらいし　やすこ

白石　康子
精神科

北九州市立
八幡病院

精神科主任部長

しらいし　やすこ

白石　康子
精神科

元北九州市立
学校長

おがさわら　ゆうこ

小笠原　有子
－

元北九州市立
学校長

おがさわら　ゆうこ

小笠原　有子
－

教育委員会教職
員部小学校担当

課長

うすき　さちこ

臼木　祐子
－

教育委員会教職
員部小学校担当

課長

うすき　さちこ

臼木　祐子
－

・委員の任期：令和３年５月１３日～令和５年５月１２日

（新任委員の残任期：令和４年７月８日～令和５年５月１２日）

新 旧

・旧委員女性参画率：８人中４人（50.0％）・新委員女性参画率：８人中４人（50.0％）
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○北九州市教職員身体検査審議会規則 

昭和４０年４月１６日 

教委規則第３号  

改正 昭和４３年６月１日教委規則第２１号  

昭和４５年５月１日教委規則第１４号 

平成１７年３月３１日教委規則第５号 

平成２９年３月３１日教委規則第６号 

平成２９年６月１２日教委規則第２０号 

令和３年３月３０日教委規則第４号  

（趣旨） 

第１条 この規則は、付属機関の設置に関する条例（昭和３８年北九州市条例

第９７号）第３条の規定にもとづき、北九州市教職員身体検査審議会（以下

「審議会」という。）の所掌事務、組織および委員ならびにその運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。  

（所掌事務） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、北九州市立学校教職員の採用、

休職、復職及び免職の場合における身体検査について調査審議し、答申する。  

（平１７教委規則５・一部改正）  

（組織） 

第３条 審議会は、委員１０人以内をもって組織する。  

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。 

（１） 学識経験者 

（２） 関係行政機関の職員 

（３） 市職員 

（平１７教委規則５・一部改正）  

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。  
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（会長および副会長） 

第５条 審議会に、会長および副会長１名を置く。  

２ 会長および副会長は、委員の互選により定める。  

３ 会長および副会長の任期は、１年とする。ただし、再選することができる。  

４ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。  

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（会議の招集） 

第６条 審議会は、必要に応じて、会長が招集する。  

（会議） 

第７条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決をす

ることができない。 

２ 審議会の議決は、出席委員の全員一致によらなければならない。  

（関係職員等の出席） 

第８条 審議会は、必要と認めるときは、関係職員または議事に関係のある者

の出席を求め、その意見または説明をきくことができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教職員部教職員課において処理す

る。 

（昭４３教委規則２１・昭４５教委規則１４・平２９教委規則６・平２

９教委規則２０・令３教委規則４・一部改正）  

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、

別に会長が定める。 

付 則  

この規則は、公布の日から施行し、昭和４０年４月１日から適用する。  

付 則（昭和４３年６月１日教委規則第２１号）  抄  

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。  

付 則（昭和４５年５月１日教委規則第１４号）  抄  
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。  

付 則（平成１７年３月３１日教委規則第５号）  

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。  

付 則（平成２９年３月３１日教委規則第６号）抄  

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

付 則（平成２９年６月１２日教委規則第２０号）  

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（令和３年３月３０日教委規則第４号）抄  

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 


